
スダン公国宗主シヤルロツト ・ ド・ ラ・ マルクの遺書 (1594年)- 女性相続人と家門の継続一 

滝 澤 聡 子

は じめに

フ ラ ンスの国立古文書館へ出かけ、 273 AP i76のコ ー ド を入力 し て閲覧を申請す

れば誰 も が ア ク セ スで き る史料 があ る。 それが本稿 で と り あげ る、 ス ダ ン公国女性相

続人であり女性宗主で もあ った シヤルロ ツト ・ ド ・ ラ ・ マルク (1574-1594) の遺言

状である。 公証人によ って 「1594年 4 月 8 日に作成」 と明記さ れているこ の遺書の最

後には Char1ote do ta M arek と 署名 さ れてい るのがみて と れる。 ま だ19歳 と い う 若 さ

で遺書 を作成 し た背景には、 何か し ら死への予感 と い う も のが働いたのだ ろ う か。 実

際に、 こ の遺書力 作成 さ れた日か らわずか一月の間に彼女は初めての子供 を死産する。 

そ し て その 1 週間後には、 夫一人 を残 し て他界するのである。 「現在、 私が妊娠中 と

い う デリ ケー ト な状態にある と い う こ と と、 今年、 多数の妊婦 をお そ った大 き な災難

を考慮して (中略) 私の死後、 主が私をお召 し にな った後しばら く し て、 私の意図す

る も の と 私 の欲 す る も のがか な え ら れ る よ う に、 今現在 こ の遣書 を作成 す る ので

す。」 ' 不吉な予感はま さ に的中し た。 そして女性相続人が残し たこ の文書によ り、 38 
歳に し て寡夫 と な った テ ュ レ ンヌ 子爵、 ア ンリ ・ ド ・ ラ ・ ト ウール (1555-1623) は、

「 ブイ ヨ ン公爵領 と そこ か ら彼女に付随す る訴権のすべて、 スダ ン、 ジ ヤメ ス、 ロ ク ー 

ルの宗主領、 スペイ ン国王 によ って簒奪、 占領 さ れた土地にかかる権利のすべて (す

なわち ブイ ヨ ン城と独立領)、 さ らに彼女に付随する男爵領、 領土、 領主権のすべて、

さ らに成文法地域に彼女力有 する他の財産のすべて」 2 を ラ ・ マルク家か ら ラ ・ ト ウー 

ル ・ ド ー ウ' ェ ルニ ュ 3家 へ と 代襲 さ せ る ので あ る 4。

宗主 を名乗 る家系 が刷新 さ れた と い う 事実は同時代人 には どのよ う に受け と め ら れ

たのだ ろ う か。 お よ そ100年 が経過 し て いた と はい え、 やは り サ ン ・ シモ ン公爵は彼

の 『回想録』 の中に、 こ の出来事 を と り あげ、 ラ ・ ト ウール ・ ド ー ヴ ェ ルニ ュ家 が ブ

イ ヨ ン公爵 を名乗 る よ う にな っ た経緯 を説明 し て い る。 「 ブイ ヨ ンの元帥は、 妻が所

有 し て いたすべてのものをそのま ま保有する権利 を要求 し た。 彼に計 ら って彼女が作
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成 し た遺書の名において。 彼はこ の書類 を一度 と し て示 さ なか った。 なぜな らば、 そ

のよ う な も のは存在 し なか っ たか ら で あ る」。5 家系 の古 さ と正 統性 を何 よ り も重 ん

じ る サ ン ・ シモ ン公 ゆえ に、 遺書の名の も と におこ なわれた代襲 を不快に感 じ、 お得

意の皮肉 を き かせたのだ ろ う か。 それと も、 存在 し な い と いわれて い る遺書 によ って

公国宗主の座についた テ ュ レ ンヌ 子爵の辣腕はこ の時代の人 には周知の事柄で あ った

のか。 いずれにせよ、 子爵の要求が実現す る にいた っ た過程には、 1 世紀以上 にわた

り 疑惑の日 が向け られて いたこ と は確かだ ろ う 6。

と こ ろで、 サ ン ・ シモ ン公が存在し ない と断言 し た遺言状が21世紀の現在、 フ ラ ン

ス国立古文書館で確認で き る と い う のは ど う い う こ と だ ろ う か。 こ の疑問に答え る た

めには、 遺言状作成の由来を調べる必要があると同時に、 1594年 5 月15 日の公国女性

宗主の死後、 こ の遺言状が果た し た役割を さ らに詳 し く 調査する必要がある。 こ の事

件 に関 し て は、 ほ と ん ど研究がな さ れて い な か っ た が、 2006年 に提出 さ れた ヤニ ク ・ 

べネ ゼ ク 氏 の博士論文 7で は、 ラ ・ ト ウール ・ ド ー ヴ ェ ルニ ユ家 が どのよ う に ス ダ ン

公国に介入 し てい ったかを読み解こ う と試みられ、 1594年の遺言状について も詳 し く

言及 し ているので、 そこ から改めてこ の出来事の全容を知るこ と ができ る。 本稿 もこ

のべネ ゼク 論文 を手がかり に、 シ ヤルロ ツ ト ・ ド ・ ラ ・ マルク の遺書が秘め る謎 を解

き明かすと同時に、 事件の背後にある もの、 と く に貴族家系がどのよ う に継続していっ

たのかを女性相続人の遺書が果た し た役割を焦点に16世紀末の政治的、 社会的そし て

宗教的背景と 関連 さ せながら考察 し ていき たい。 

第 1 章 ラ ・ マルク家 一女性宗主の誕生一

今日、 フ ラ ンス北東部の シ ヤンパーニ ユ= アルデ ンヌ 地域圈の一小都市 にす ぎな い

ス ダ ンは、 だが近世 に さ かのぼ る と、 フ ラ ンス王国 と 神聖 ロ ーマ帝国の間に位置す る

こ の地理的状況ゆえに、 しばしば政治的に重要な役割を果たす舞台 と な った。 戦略上

の拠点 と な る条件がそ ろ って いた こ と か ら も、 1424年 にはすで に、 その後 ヨ ーロ ッパ

最大 と 呼ばれる要塞城で あ る スダ ン城の築城が始ま って いる 8。 そ し て、 こ の土地 を

何よ り も特徴づけ るのが、 貨幣鋳造権ま で も持つ独立国であ り 9、 国王で も皇帝で も

ない独自の宗主 と し て ブイ ヨ ン公爵で あ り スダ ン公国宗主のタ イ ト ルを いだ く 人物 を

擁 し て いた点にある。 さ ら に、 こ こ は法的見地か らすれば成文法地域にあた り、 相続

に関 し ては契約書に記 さ れた事項が効力 を も った。

最初に宗主位についたのは、 ラ ・ マルク家の口ベール 4 世 (1512 1556) であ った

女性相続人の祖父にあた る人物である。 彼には成人 し た息子が 2 人いた。 長男の

ア ンリ = ロベール (1539-1574) は ブイ ヨ ン公爵 と スダ ン公国宗主 を、 次男の シヤル
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ル= ロベ一 ル (1541 1622) も女性相続人であ った母親' 'の恩恵によ り モレルヴイエー 

ル伯爵 を継承す る。 さ て、 長兄 のア ンリ = ロ ベ ールは、 ブルボ ン家 の一員 で ある モ ン

パ ン シエ公爵ルイ 2 世の娘 の フ ラ ン ソ ワー ズ ・ ド ・ ブル ボ ン ( ? -1587) と1558年に

結婚 し、 14年間の結婚生活で 4 人の子供を も う けた。 男子が 3 人 と末娘のシヤルロ ツ

ト である。 ア ンリ = ロベールが死の 3 ヶ月前1574年の 9 月 1 日に作成し た遺書には、

万が一、 彼の息子た ちの血統が絶え た と き には'2、 公国宗主権は弟モ レルヴイエ ー ル

伯爵 と その子孫にではな く 、 妻の家系 で あ る ブルボ ン= モ ンパ ン シエ家 に代襲 さ せ る

と 記 さ れた '3。 つま り 自 らの出自で あ り、 子供た ちに と っての父系 親族にあた る ラ ・ 

マルク家 よ り 母系親族の ブルボ ン= モ ンパ ン シエ家のほ う を優遇 し たので あ る。 何故

だ ろ う か。

時代背景 を考慮にいれる必要があ る。 16世紀後半の フ ラ ンスにおいて、 ま ず戦 う べ

き 敵は、 こ れま で そ う で あ っ たよ う に外国の君主 ではな く 、 内にいた。 カ ト リ ッ ク と

プロ テ ス タ ン ト の両陣営に分かれて く り ひろ げ ら れた熾烈 を極めた戦いは、 1572年の

サ ン ・ バル テル ミ ーの虐殺事件 で緊張の ピー ク をむかえ る。 皮肉 な こ と に ラ ・ マル ク

家 では、 兄弟で新教 と旧教に分かれて し ま った。 兄のア ンリ = ロ ベール ・ ド ・ ラ ・ マ

ルクが新教に改宗 し たのは、 第一次宗教戦争の只中にあ った1562年のこ と であ った'4。
ア ンリ = ロベールの改宗およ びスダ ン公国の新教国化には、 公国宗主妃 フ ラ ンソワー 

ズ ・ ド ・ ブルボ ンの果た し た役割が非常 に大 き い'5。 親 ユ グノ 一派 で あ っ た母親 ジ ヤ

ク リ ーヌ ・ ド ・ ロ ング ウイ ーの影響で カ ト リ ッ ク よ り も プロ テ ス タ ン ト の教え に親 し

んでいた彼女は、 1562年夫 と と もに改宗する以前から、 迫害を逃れて き た フ ラ ンス各

地の新教従た ち に スダ ンの国境 を開放 し て も いた '6。 改宗後、 公国に新教を持ちこ む

にあた っては、 宗主夫妻は穏健な政策を と る。 彼 らの新 し い宗教を臣民に押し付け る

こ と は決 し てせずに、 旧教 と の融和、 共存をめざ し たのである。 「信仰の自由」 が保

障さ れ、 改宗の強要は厳禁 と さ れた。 カ ト リ ック教会の閉鎖も、 教会人が逮捕さ れる

こ と も なか っ た '7。 1564年に宗主の名において発布さ れた勅令には 「宗教を理由と し

て、 行為あるいは言葉によ って侮辱するこ と を禁 じ、 違反すれば罰する。 ま た、 人 を、

その意思 に反 し て、 その者力 容認 し て いな い宗教へ向わせ る こ と を、 あ る いは、 それ

に関していかな る反日、 論争、 騒乱、 騒動、 反乱を扇動するこ と も禁ずる」 と記さ れ

る に い た る '8。 こ う し た寛容政策が、 フ ラ ンス本国か ら迫害 を受けた新教徒た ち をひ

きつけ るのにそう 時間はかからなかった。 彼 ら、 亡命新教従の多 く は貴族、 法曹関係

者、 医者、 大学の知識人た ちであり、 ア ンリ = ロ ベールは国政に彼 ら を登用 させる こ

と も た め ら わな か っ た'9。 おそ ら く 、 こ の支配階級の新教徒化が引金 と な って、 まず

は貴族、 ブル ジ ョ ワ階級か ら、 次第に臣民の裾野にま で新教への改宗がひろま って い っ
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たのだ と考え られる。 宗主夫妻の改宗から、 10年ほどの年月 をかけて公国は自他と も

に新教徒国 と 称す る に いた るので あ る2°。
唯一の例外は、 ア ンリ = ロベール、 シヤルル= ロベール兄弟の母親フ ラ ンソ ワーズ ・ 

ド ・ ブ レゼが寡婦産の取 り 決めによ り 生涯にわた って所有 を認め ら れて いたロ ク ール

領であ った。 長男の嫁が公国に持 ち込んだ新 し い宗教を毛嫌い し ていた彼女は、 領内

で の プロ テ ス タ ン ト 信仰 を禁 じ る こ と を息子 に認 め さ せたので あ る2'。 彼女の後継者

と し て モ レルヴイエ ール伯爵位を継承 し た次男 シ ヤルル= ロ ベール も当然のよ う に旧

教側にと どま り、 国王軍の戦力 と し て対新教徒と の戦争に参加するよ う にな る。 1573 

年のラ ・ ロ シェルの戦では、 兄 と弟は敵 ・ 味方に分かれて戦 う のである。 実の兄弟で

あり、 同 じ ラ ・ マルク の姓 を名乗 り なが ら も、 信仰す る宗教の違いが決定 と な って、

兄は弟がス ダ ン公国宗主の位 を手にす る可能性 を一顧だ に し なか っ た し、 弟のほ う で

も兄の決定的な意思表示に異議 を唱え る こ と はなか ったので ある。 少 な く と も こ の時

点では。

さ て、 ア ン リ = ロ ベールが他界 し た後、 ス ダ ン公国では寡婦 と な っ た フ ラ ン ソ ワー 

ズ ・ ド ・ ブルボ ンが、 未成年の息子の後見人と して、 1584年までの10年間、 摂政と し

て国政を司 るこ と と な った。 夫の存命中であ ったと き以上に、 彼女はスダ ンの新教国

化 をすすめて い く 。 こ の母親の後見のも と に育 ったア ンリ = ロ ベールの 3 人の遺児た

ちは、 生ま れなが ら に新教従の世代に属す る。 ただ、 長子ギ ョ ー ム= ロ ベ ールが母親

の後見か ら離れ、 公国宗主 と し てよ う や く 独 り 立 ち し よ う と い う と き にな って、 スダ

ン公国の未来 に暗 い影 が さ し こ むので あ る。 1587年 に、 ま ず フ ラ ンソ ワーズ ・ ド ・ ブ

ルボ ンが、 つ いで宗主の弟 ジ ヤンが相次いで死亡 す る。 ジ ヤンは ア ンリ = ロ ベールの

遺書に従えば、 こ のと き公国宗主継承順位の第二位にいる人物であり、 23歳 と い う 若

さ でま だ結婚 も し ていなか った。 立て続けにおこ った肉親の死 を日 の当た り に し、 自

身 も病床にあ ったギ ョ ー ム= ロベールは、 同年12月27 日に遺書を作成する。 そし て15 

88年の 1 月 1 日には、 今度は彼が ジュネー ブで客死す るので ある。 26歳にな ったばか

り で人生 を終え る こ と と な った スダ ン宗主 も、 やは り 結婚は し て いなか った22。 ギ ョ ー 

ム= ロ ベール ・ ド ・ ラ ・ マルク (1562-1588) 力残し た遺書には、 公国宗主位の継承

者 と し て初めて シ ヤルロ ツ ト の名前が登場す る。 ラ ・ マルク 本家には、 もはや宗主の

妹 にあた る13歳の少女 し か、 家系 を継 ぐ ものが残 さ れて いなか っ たので あ る。 遺書に

記 さ れていたのは以下の事柄で あ った。 同時代 を生き た、 歴史家 ド ・ ト ゥの著作か ら

抜粋する。

「彼は妹 の シ ヤルロ ツ ト ・ ド ・ ブイ ヨ ンを、 宗主権がお よ ぶすべて の場所 にお いて

一切宗教を変更 させないと い う 条件で、 自身の包括相続人に指名 し た。 仮に彼女が子
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供 を残 さ ずに死亡 し た場合 には、 伯父 のモ ンパ ン シエ公爵、 フ ラ ンソ ワ ・ ド ・ ブル ボ

ンと その息子で あ る ド ンブ親王 が、 フ ラ ンスの諸教会の宗派に従 う 彼 らの臣民 に与 え

ら れて い るのと 同様に、 新教の信仰の自由 を も認める と い う 条件のも と で彼女に代襲

す る と し た。 た だ、 こ の条項が完遂 し なか っ た場合 にお いては、 新 たにナ ヴ アール王

と その子孫が妹に代襲する と し、 彼 らに代襲する者 と し ては コ ンテ親王、 ア ンリ ・ ド ・ 

ブルボ ンを指定 し た。 さ ら に も う一方で、 妹の結婚相手には、 ふさ わし い身分の人物

で、 スダ ン、 ジ ヤメ ス、 ロ ク ールお よ び宗主権のお よ ぶ他のすべて の場所に新教の信

仰 を確立 さ せるこ と がで き る者 と し た」23 つま り、 シ ヤルロ ツ ト を女性宗主 に認め る

条件と し て、 公国 を新教国にと どめてお く こ と と、 彼女の夫 と な る人物 も新教徒の力

のあ る者 と い う こ と を掲げたので あ る。

と こ ろで、 1587年に作成さ れたスダ ン公国宗主の遺書において も、 シヤルル= ロベ一 

ル と その子孫 た ちに、 公国宗主位 を譲 る可能性は排除 さ れたま ま にな って い る。 ラ ・ 

マル ク家 の直系 が絶え た場合 には、 ま た し て も ブルボ ン= モ ンパ ン シエ家への代襲が

示唆 さ れて い る。 し か し、 こ のた びは、 シ ヤルル= ロ ベ ールは納得がいかなか った よ

う である。 彼は、 ギ ョ ー ム= ロベールの遺書に異議 を中 し立て、 宗主権の継承を主張

する。 親、 兄弟のいな い未成年の少女 を宗主にいただ く こ と と な った スダ ン公国の不

安定な状態につけ こ むのは今だ と 考え たのは シ ヤルル = ロ ベ一 ルだけ ではなか った。 

カ ト リ ーヌ ・ ド ・ メ デ イ シス も、 公国宗主領の没収 と シ ヤルロ ツ ト を カ ト リ ッ ク 教従

ロ レー ヌ 公家の一員 と 結婚 さ せるこ と の可能性 を国王ア ンリ 3 世に進言 し た24。 そ し

てやは り 動いたのは、 隣国の領主 で あ り 、 カ ト リ ッ ク同盟 リ ー グの リ ーダー、 ギーズ

公 ア ン リ ・ ド ・ ロ レ ーヌ で あ った。 前年、 自身 のロ レ ーヌ 領 を ス ダ ンの プロ テ ス タ ン

ト 軍に荒 ら さ れた こ と への報復 を理由 に、 ギーズ公は公国の要地で ある ジ ヤメ ス と ス

ダ ンへの攻撃 を開始 し た ので あ る25。

と こ ろで、 こ の要地間を行き来するには シエール川 を越え る必要がある。 右岸に接

す る ド ウジ村 には橋がかか っ て いた ため、 こ こ がロ レ ー ヌ 軍の駐屯地 と な っ た26。 指

揮 を と っていたのはロ ズヌ で あ った。 と こ ろが、 彼はロ ク ールへの偵察に出む く 際、

村に 4 騎兵小隊 し か残 さ ないで出かけ る と い う失策 をおかし て し ま う。 こ の情報 をい

ち早 く 聞きつけたスダ ン総督ク リ ス ト フ ・ ド ・ シヤゼルは、 1588年 4 月13日早朝の 3 

時、 80人の騎馬兵 と400人の1-i 兵 を従えて ド ゥ ジ村へかけつけた。 2 時間で決着はつ

いた。 スダ ン側は 2 人の死者 と幾人かの負傷者、 対するロ レー ヌ 側は140人の死者 と

200人の虜囚をだし た。 シヤゼルは、 ロ レー ヌ軍の馬200頭と大砲 2 門、 3,000エキュ

金貨 を携え て スダ ンへ凱旋 し た。 街のすべての鐘が打 ち鳴 ら さ れ、 歓喜にわ く 民衆が

勝者 を称え あげる中、 彼 ら を出迎えに駆けつけたのは馬に乗 った シヤルロ ツ ト ・ ド ・ 
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ラ ・ マル ク その人 で あ っ た。 ド ゥ ジの英雄は、 その時 その場 で、 奪い取 っ た敵方の旗

を彼女に献上 し た27。 公国の宗主は誰であるのか、 スダ ンの人々が理解 し た瞬間で あ っ

た。 

第 2 章 女性宗主の結婚

ス ダ ンの女性宗主は一刻 もはや く 結婚す る必要があ っ た。 ド ゥ ジで勝利 し た と はい

え、 公国内は宗教戦争のあお り を う けて、 報復行為が繰 り返 さ れ国が安定 し ている と

は い いがた い状態 が続い て い たか ら で あ る28。 ギ ョ ー ム= ロ ベ ールの遺書 には、 シ ヤ

ルロ ツト の結婚相手は新教徒であるべき こ と が明記さ れていたが、 花婿候補に名乗 り

を あげた も のの顔ぶれは多彩 で あ っ た。 小 さ い と はいえ公国宗主の位は大変 に魅力的

であ ったよ う で ある。 モ ンパ ンシエ公は、 旧教従であり、 ま た教会法に抵触する恐れ

がある に もかかわ らず、 息子のア ン リ を後見 し て い る姪、 息子に と っ ての実 の従妹 と

結婚 さ せたが っ た し 29、 兄 ギー ズ公 の後 を継 い で リ ー グ派の リ ー ダー にお さ ま り 、 ス

ダ ン を攻撃 し て いたマ イ エ ンヌ 公 シ ヤルル ・ ド ・ ロ レ ー ヌ は、 息子 と の結婚 と 和平交

渉 を同列に置いた3°。 ヌ ヴ ェ ール公ルイ ・ ド ・ ゴ ンザー グ も ま た カ ト リ ッ ク で あ っ た

が、 ナウ' アール王側に属 し て いたので息子 シ ヤルル を スダ ンの女性宗主 と 結婚 さ せ る

こ と も可能 で あ る と 考え て いた3'。 領有する公爵領レ ト ルが、 スダ ンから南西に40キ

ロ メ ー ト ルほ どの近郊に位置 し て いたこ と か ら領土の拡大 を狙 っ た と 思われるが、 い

さ さ か楽観的す ぎたよ う で あ る。

花婿選びの決定権はナウ' アール王のほか、 スダ ン公国評議会 と、 先の宗主の親友で

あ り、 シ ヤルロ ツ ト の補佐 を遺書で も頼ま れていた32ユ グノ ー を代表す る武将 フ ラ ン

ソ ワ ・ ド ・ ラ ・ ヌ エ が保持 し て い たのだが、 彼 らは、 ス ダ ンを プロ テ ス タ ン ト 国のま

ま維持 させるこ と を大前提に、 シヤルロ ツト の夫は新教従から選ぶこ と で意見が一致

し て いた。 ヌ エが推 し たのは カ ジ ミ ール公の甥で、 未来 の プ フ アル ツ選帝侯 と な るは

ずのフ リ ー ド リ ッ ヒ で あ り、 評議会 も ま た ドイ ツの諸侯のなかか ら、 ク リ スチ ャ ン ・ 

フ オン ・ ア ンハル ト を推薦 し た33。 だが最終的には1588年 の 5 月 に、 ナウ' アール王 と、

「 ユ グノ ーの教皇」 と 渾名 さ れる デ ュ ・ プ レ シ= モルネ力 賛成す る、 フ ラ ンス人 で新

教従の貴族で あ る ア ンリ ・ ド ・ ラ ・ ト ウールにお ちつ く 34。 彼、 テ ュ レ ンヌ 子爵は、

王の腹心であり、 36歳であ った。

対 カ ト リ ッ ク を念頭にお き なが ら も、 ド イ ツの プロ テ ス タ ン ト 諸候 と 完全 に手 を組

むこ と に も警戒 を示すこ の人選か らは、 ナウ' アール王、 つま り 未来のフ ラ ンス国王 ア

ンリ 4 世の政治的資質の高 さ が う かがい知れる。 彼は ス ダ ンに、 フ ラ ンスにおけ る対

ロ レ ー ヌ 公家お よ び対神聖 ロ ーマ帝国の盾 と な る役割 を求めた。 ま た、 テ ュ レ ンヌ 子
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爵に白羽の矢 がた っ たのは、 ナ ヴ ァ ー ル王 に と っ て、 彼は腹心 で あ り な が ら、 潜在的

な敵 で も あ っ たか ら で あ る35。 ヴ ァ ロ ワ朝 の フ ラ ン ス宮廷 で の失寵が引金 と な っ て、

1576年 にな って初めて、 子爵はナウ' アール王 のネ ラ ッ ク宮廷 に出仕す るよ う にな っ た。 

彼が新教に改宗 し たのも、 こ のこ ろであ った36。 新教徒と し ての資質は不鮮明で あり

な がら、 子爵の軍事的能力は、 疑いよ う も なか っ た。 ナ ヴ アール王は、 公国宗主の地

位を ち らつかせるこ と で子爵に恩 を売 り、 ま た彼 を プロ テ ス タ ン ト に必然的にと どめ

お く こ と のでき るこ の結婚 を利用 し た。 さ らに、 子爵 を彼が大所領と影響力 を有する

フ ラ ンス中部のオー ヴ ェ ルニ ュ地方や リ ムーザ ン地方か ら ひき離 し て、 王国の北束へ

追いやるこ と で力の分散を図 った と と もに、 こ の優秀な軍人 を王にと って日下のと こ

ろ最大の敵であるロ レー ヌ 公家へ対峙させるこ と によ り、 現実 と仮想の 2 大 ライ ウ' ァ

ルの力 を同時に牽制 し たので ある。

テ ュ レ ンヌ 子爵に と って、 こ の女性宗主 と の縁談に異論はあ るはず も なか っ た。 彼

個人に と って も彼の家系 に と って も、 さ ら な る社会的上昇 を果 たせる千載一遇の機会

と 捉え たのである。 子爵自身は、 「長き にわた って王国におけ る名門中の名門で あり

つづけ た」37 オーウ' ェルニ ユ地方の家系貴族、 ラ ・ ト ウール家 の出身 で あ り、 9 つの

要塞都市 と 120の村か ら な る リ ムー ザ ン地方 に有す る テ ュ レ ンヌ 子爵領のほか、 モ ン

フ オール伯爵領等の複数の封土 を有する有力貴族であ った38。 つま り、 彼はスダ ン女

性宗主 の結婚相手 に 「 ふ さ わ し い身分の人物」 で あ っ たのだが、 それで も シ ヤルロ ツ

ト ・ ド ・ ラ ・ マルク に付随する宗主 と い う 地位、 時代を背景に し た彼女の政治的、 宗

教的立場 と地理的な側面か らみた スダ ンの重要性に鑑みるな らば、 よ り 敬意 を払われ

るべき は シ ヤルロ ツ ト で あ る こ と は、 誰 も が認め る と こ ろ で あ っ た。

それゆえに、 1591年の10月15 日にスダ ン城内で ア ンリ 4 世立会いのも と、 執り 行わ

れた結婚契約では、 妻の家格が夫よ り上 と みな さ れる場合に特徴的な契約項日が列記

さ れた。 つま り 、 「 ア ンリ ・ ド ・ ラ ・ ト ウールは以後、 第一の称号 と し て 「 ブイ ヨ ン

公爵お よ びス ダ ンと ロ ク ールの公国宗主」 を名乗 る こ と」 ま た 「長子は ラ ・ マル ク の

名前と家紋を、 変更 を加えずに使用するこ と、 次男以下の子供た ちは、 望むな らば、

ラ ・ ト ウール= ラ ・ マルク のそれを使用する こ と」 それに 「統治 と 公国行政組織に関

連するすべての証書、 勅令は夫婦の連名で出 さ れるこ と」 「公国領の所有者は シヤル

ロ ツ ト ・ ド ・ ラ ・ マルク のまま で あ り、 夫の署名以外に彼女の署名 も必要で あ る こ

と」39 と する項日のすべてが、 こ の結婚が同格の家の結びつき である 「同等婚」 では

な く 、 典型的な女性側の 「下降婚」 である こ と を明白に示 し ているのである。

結婚契約書に署名 し てただ ちに、 テ ュ レ ンヌ子爵は軍人 と し てのその非凡な才能を

スダ ンの臣民にみせつけ るこ と と な る。 当初、 1591年10月27 日に予定 さ れていた結婚
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式は、 ス ダ ンよ り34キロ南東 に位置す る町、 ス ト ウネ に拠点 をお く リ ー グ派のス ダ ン

への侵略が再開 さ れた こ と で延期 と な っ た。 27 日 その夜 に、 ス ト ウネ に向か う ため、

子爵は400人の弓兵 を率いて スダ ンを出発し た。 明け方の 4 時、 町の外壁に到着 し た

子爵の部隊は奇襲をかけた。 ス ト ウネは難な く11111落して しま う。 その足でスダンに戻 っ

た子爵は11月19日 に晴れて結婚式 に臨んだ。 ア ン リ ・ ド ・ ラ ・ ト ウールは、 「私がこ

れま で見たなかで最 も疑い深い人 々」 と ア ンリ 3 世の使者に言わ し めた4°ス ダ ンの民

に、 当初か ら好意的に受け入れられるこ と と な った。 ま た、 妻 と な った シ ヤルロ ツト ・ 

ド ・ ラ ・ マル ク も夫 に敬意 を払 って いた4'。
子爵が妻よ り先に死亡 し た場合を想定し て結婚契約書に記さ れた項日、 「 く だんの

令嬢は、 子供がいない場合では15,000 リ ー ウ'ルの土地を、 子供がいる場合には12,000 

リ ー ヴルを寡婦産 と し て受け取 る。」42 と明記 さ れた契約は、 実際には必要 と な ら な

か った。 彼女が20歳の誕生日を迎え る前に、 生ま れてき た子供の後を追 う形で、 夫よ

り先に死亡 し たのは1594年 5 月15 日、 契約書に署名がな さ れてから ち よう ど 2 年 7 ヶ
月後のこ と であ った。 

第 3 章 シ ヤルロ ツ ト ・ ド ・ ラ ・ マルク の遺書

妻の死亡の知 らせを聞いて、 ア ンリ ・ ド ・ ラ ・ ト ウールは、 早々に手 を う たない と、

自分の立つ基盤が永久に手の届かな い所へい って し ま う こ と を自覚 し た。 ラ ・ マルク

本家の女性相続人であ った シヤルロ ツト が、 子供を残さ ずに他界 し たこ と で、 ギ ョ ー 

ム= ロ ベールが1574年に作成し た遺書に想定 し てあ った事柄が現実のものと な り、 遺

書の効力が新たに蘇 ったからである。 1591年の結婚契約書には、 子供を残 さずに妻が

先 に他界 し た場合 につ いては触れ ら れてはいなか った。 ギ ョ ー ム= ロ ベールの遺書 を

踏襲す る と了 解 さ れて いたのだ ろ う 。 そ こ で、 ま ず ア ン リ は、 女性宗主の死 を ア ン リ

4 世に知 らせる使者を大至急派遺し、 公国宗主の座に自分がと どま れるよ う に王の力

添え を請 う 書状を持参 させた。 そこ には、 (1)妻が嘘偽り のない愛の証と し て、 彼に全

財産を譲 ったこ と、 (2)それが彼の正当な所有であるこ と を、 国王の権威 と厚情で保護

し て も らいたいこ と、 (3)彼力得た権利に反論を述べる ものが多数でて く るこ と力予想

で き るが、 彼が国王と面会 し たと き にその証拠については提示するつ も り であるこ と

が書かれていた43。 それに対 し て国王 は彼に保護 を与 え る と 返答 し たが、 以下の一文

を付け加え る こ と も忘 れてはいなか った。 「 も し貴殿がお書 き の と お り に、 法 と正 し

い理由と資格に基づいているのであれば、 余の厚情と援助と保護を保証でき るすべて

の も の を、 い と も善良 な臣民一人 のため に、 ふ る ま い続け る わけ にはいかな いだ ろ

う」0
44 
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国王同様に、 スダ ン公国民の感情を知り 自分の味方につけ る こ と も、 ア ンリ ・ ド ・ 

ラ ・ ト ウールが打 った布石の一つで あ った。 彼は、 公国全土に 「 シヤルロ ツ ト は相続

人 にモニ候爵、 ルイ ・ ド ・ ラ ・ マルク 45を定めた」 と の噂 を流 し て民衆の反応 を確か

めた。 公国におけ る旧教の復活と 信仰の自由が失われるこ と を予想 し て、 人々は自分

た ちの恐怖心 をア ンリ自身に訴え出た。 民意は自分に味方 し ている と の確信を得て、

彼は噂を打ち消 し、 妻の遺書を発見 し たこ と、 それによ って彼は宗主の座にと どま り、

国は新教のまま で あるこ と を人々に確約 し た46。 妻の書類 を整理 し て いる と き に発見

さ れたと彼が主張するこ の遺書こ そが、 現在、 フ ラ ンスの国立古文書館に保管 さ れ、

私た ちが日 にす る こ と ので き る シ ヤルロ ツ ト ・ ド ・ ラ ・ マル ク の遺書 なので あ る。

こ の史料に日 を通 し てみてみよ う。 最初の項日は、 公国が新教国と し て存続するこ

と で ある。 「第一 に、 私の宗主権のおよぶと こ ろ で長 き にわた って受け入れられてき

た、 聖な る神の改革派教会の幸福 と保全が続いてい く こ と を、 永久に維持 さ れて い く

こ と を望 みま す。」47

それに続いて、 夫が示 し て く れた愛情への返礼に、 彼女が成文法地域に有する領土

と それに付随す る権利のすべて、 つま り スダ ン公国宗主権 も そこ に含ま れるこ と にな

る全権利 を夫へ譲るこ と が続 く 。 「私は、 夫で ある殿が、 かいがい し く も常に私に対

し て抱 き、 示 し て く だ さ った、 妻が夫 に望みう る心か らの完全な る親愛の情 を思 う に

つけ、 ま た国王 と フ ラ ンス国の敵 と の戦いへ出陣な さ る前に、 私のために成文法地域

の国々にお持 ちの財産の譲渡が記 さ れた遺書 を託 し て く だ さ っ たこ と ま で を も思 う に

つけ、 さ らに私た ちの結婚契約書の中で交わさ れた生前賠与 を行 って く だ さ ったこ と

を思 う につけ、 彼の愛情へこ たえ る私からの愛の証と し て譲渡を行います。 現在、 妊

娠中の子供、 あ るいは今後生ま れて く るはずの別の子供 を残 さ ずに私が他界 し た と き

には、 ブイ ヨ ン公爵領 と、 ス ダ ン、 ジ ヤメ ス、 ロ ク ールの宗主領 と 私の所領のすべて

か ら派生 し た私に付随する権利 と訴権は、 (中略) 殿、 私の夫のものと な る こ と を望

みま す。 ま た同様に、 セ リ ニ ヤン、 プ リ ウ' ァ、 アル ラ ン ド、 ア ラ モ ン、 ボーム= ル = 

ト ラ ン ジ、 ヴ アラ ブ レ グの男爵領、 土地、 所領 と ド フ イネ地方に有す るオマ ール公 と

共有す る土地の半分 を、 ま た一般的 に成文法地域において私が有する他の財のすべて

を、 ま た成文法地域にあるすべての私の土地と所領、 宗主領を殿、 私の夫へ、 彼と そ

の子孫が永久に享受でき るよ う に譲り 渡し ます。」48

次に遺書は、 母方と父方の両方の叔父の家系へ、 慣習法地域に保有する土地を譲渡

する こ と を述べる。 「父方 と 母方の家系か ら私が受け継いだ ブレネ伯爵領と モニ と プ

ラ ンの男爵領、 そ れに ノ ジ ヤン= ル = ロ ワ、 シ ョ ー モ ン= ジ ュ ール = ロ ワール と ラ ・ 

フ ェルテ= ゴ シェ の城主権については、 (中略) 父方、 母方の財 と もに慣習法地域に
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ある ものです。 私はそれら を父方 と母方の相続人へ残 し ま す。 く だんの財が座す場所

の慣習 によ って決め ら れた も のに互いに則 って、 父方 に関 し ては、 私の叔父 のモ レ ウ' 

リ エ ール伯爵が、 母方に関 し ては私の従兄のモ ンパ ン シエ公爵が相続す る も のと いた

し ま す。」49

その後、 遺書には、 亡 き 母親が スダ ンに設立 し た コ レー ジ ュへ12,000 リ ー ヴル を、

救貧委員会へ6,000 リ ー ヴルを、 そ し て新 し く 建つ プロ テスタ ン ト 教会へ3,000リ ー ヴ

ル を寄進す る こ と が述べ ら れるほか、 ス ダ ンに呼び寄せて いた シ ヤルル = ロ ベールの

息子と娘に も、 10歳であ った娘のカ ト リ ー ヌ へは結婚資金 と し て10,000リ ー ウ'ルを、

13歳のルイ へは 「武具 を身 につけ る年齢にな ったと き、 供回り と武具一式 を揃え る足

し に」 20,000リ ー ヴルを与え るこ と と、 ま た奉公人た ちへの支払いが約束 さ れ、 こ れ

らの金銭は、 上 にあげた フ ラ ンス国内 の慣習法地域に属す る彼女の財産か ら使用 さ れ

る と 定めて いた。

遺書は執行人 を指名 し たあ と、 「私の意図す る もの と 最後の望 みをかなえ る最良の

形式 と方法と し て」 こ の文書を し たためた と説明する。 後は、 遺書の制作に携わ った

人物の名前と肩書きが記さ れ、 「 スダン城、 1594年 4 月 8 日」 と場所と日付が書かれ

た後、 行が改ま り、 こ れまで と は明 らかに異な る書体で Char1ote de la Marek と署名

が入る。 その下に他 6 名の署名が続き、 最後に、 こ の遺書のスダ ン宗主国法院への登

録が完了 し たこ と を記す一文と1594年 6 月10日の日付、 Drelincourt の署名で終わる も

のが、 その全容 で あ る。

と こ ろで、 今日では簡単に日にするこ と のでき るこ の遺書であるが、 シヤルロ ツト

の署名 の入 っ た オ リ ジナル を日 に し た も のは、 上 にサイ ン し た人 た ち を数 に入 れなけ

れば、 近世 を通 し て ア ンリ ・ ド ・ ラ ・ ト ウール以外に一人 も いなか っ た。 彼が提示 を

かた く なに拒んだのであ る。 後の シュ リ 一公爵で財務大臣 と も な る、 マ ク シミ リ ア ン ・ 

ド ・ べテ ュ ー ヌ も、 ア ン リ 4 世の命で遺書 を鑑定す る ために ス ダ ンを訪 れたのだが、

3 日間にわた る大歓待 を受け たあ と で、 「自分のために妻が作成 し た と 彼がい う その

遺書を示すよ う に」 と の国王の望みを切 り だ し たと こ ろ、 以下の理由で拒絶さ れた。 

「贈与契約書は小箱に収められて しま っている。 私に読ませた後で、 彼女自身の手に

よ って し ま われ、 隠 さ れて し ま ったか らだ。 私 を面倒に ひき こ み、 私の善行につけ こ

も う と する人々に対 し て、 法廷で役立たせるこ と を除いては絶対に開けないよ う、 私

に約束 さ せたのだ」。5°
こ れで収ま らなか ったのが、 突然の遺書の出現によ って、 公国宗主権の継承から排

除 さ れた人 た ち で あ っ た。 シ ヤルロ ツ ト の母系 親族 にあ た る ブル ボ ン= モ ンパ ン シエ

家 と父系親族のラ ・ マルク分家で ある。 ブルボ ン= モ ンパ ン シエ家の場合、 ギ ョ ー ム= 
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口ベールの遺書では、 シヤルロ ツ ト が跡継ぎを残さずに死亡 し た場合、 成文法地域に

属する公国領の土地 と そこ に付随す るすべての権利、 つま り スダ ン公国宗主権 も そこ

に含ま れる権利 のすべては、 叔父 の フ ラ ンソ ワ ・ ド ・ ブルボ ンお よ びその子孫が代襲

す る こ と にな って いた。 1594年時には、 当主は フ ラ ン ソ ワか ら長子のア ン リ にすで に

代わ って いたが、 当然、 ア ンリ ・ ド ・ ブルボ ンは異議 を中 し立て る。 が、 ア ンリ ・ ド ・ 

ラ ・ ト ウールの対応はすばやか った。 同年の10月24日にはア ンリ 4 世立 ち会いのも と、

すでに両家系の間で和解が成 り立 ってい る。 「 こ の和解は、 いと も高貴で、 い と も強

大 であ り、 い と も名高 き君主、 フ ラ ンスと ナウ' アールの王、 ア ンリ の同意の意向 と 権

限によ って な さ れる。 王は く だんの和解に対 し て、 それがいつま で も続 く こ と を望ま

れ、 亡 き ブイ ヨ ン公爵の遺書によ る譲渡によ って、 陛下がお持 ちで あ られ、 お持 ちで

あ ら れ るはず で あ っ た ブイ ヨ ン公爵領 と ス ダ ン、 ロ ク ールの宗主領 にかか る すべて の

権利 と訴権 を過去 と現在において あき らめ、 放棄 な さ る。 さ ら に ブイ ヨ ン公爵、 ア ン

リ ・ ド ・ ラ ・ ト ウール殿に善 き よ う に計 ら れ、 そ れ ら の も のを く だんの ブイ ヨ ン公殿

へ渡 さ れ、 彼と その子孫が寄贈、 譲渡、 撤回不能譲渡、 生前贈与 を行 う こ と をお認め

な さ る。 同様に、 国王陛下は く だんのモ ンパ ン シエ殿に対 し て も善き よ う に計 ら れ、

遺書によ る譲渡に従 って、 お持 ちで あ ら れ、 お持 ちで あ ら れるはずで あ っ た ジ ヤメ ス

の土地 と宗主領にかかるすべての権利 と 訴権、 そこ に付随する ものを過去 と現在にお

い て あ き ら め、 放棄 な さ る」。5' ア ン リ ・ ド ・ ラ ・ ト ウールは、 ジ ヤメ スの宗主 領 を

交換条件に、 モ ンパ ン シエ公 を納得 さ せたので ある。

その一方、 シ ヤルル= ロ ベール ・ ド ・ ラ ・ マルク と の和解は難航 し た。 そ も そ も彼

は、 ギ ョ ー ム= ロベールの遺書にも異議を申し立てており、 分家が存続している以上、

遺書によ って代襲 を定め る権利 を、 ギ ョ ーム= ロ ベール も シヤルロ ツト も ど ち ら も有

し てはいなか った と主張 し た。 彼は1591年の結婚契約書を引き合いにだ し て、 長子が

ラ ・ マルク の名 と 紋 を、 変更 を加えずに使用す る、 と 取 り 決めがな さ れたのは、 公国

の永続 と ラ ・ マルク の名の継続が同一視 さ れたか ら で、 そこ に代襲が入 り 込む余地は

な いはず で あ る と 訴 え た ので あ る52。 しかし、 成文法地域におけ る契約書の効力が、

父系の親族意識 を寄せ付けず、 こ の訴えは却下 さ れた。 そこ で彼は力ず く で公国を奪

お う と、 1598年 1 月12 日、 スダ ン城を奇襲する行動にでた。 内通者によ り情報は当局

に筒抜けであ ったため、 作戦は大失敗に終わった。 結局、 シヤルル= ロベールは1601 

年 8 月25日によ う や く 和解に応 じ るこ と と な る。 彼は、 ア ンリ ・ ド ・ ラ ・ ト ウールが

有す る ス ダ ンと ロ ク ールの宗主領、 ブイ ヨ ン公爵領等の土地に対す る権利 を認めた。 

その代償に彼 も、 成文法地域か ら土地 を得 るほか、 15,000 リ ー ウ'ル と、 終身の年金

6,000 リ ー ヴル を保証 さ れる。 さ ら には、 「 ブイ ヨ ン公爵」 の タ イ ト ル を名乗 る権利ま
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で も が、 「彼の終生 にお いて」 と い う 限定つ き ではあ っ たが、 認め ら れた53。 ア ンリ ・ 

ド ・ ラ ・ ト ウールは、 こ こ で晴れて スダ ン公国宗主 と認め られたので ある。 臣民に も

フ ラ ンス国王に も前宗主の親族に も代襲を承認 させ、 以後は、 公国の永続と同一視さ

れる のは、 ラ ・ ト ウール ・ ド ー ウ' ェ ルニ ユ家 の名前の継続 と な る ので あ る。 

おわり に

シ ヤルロ ツ ト ・ ド ・ ラ ・ マルク の遺書は確かに実在 し て い る。 それは本物 だ ったの

だ ろ う か。 も っ と も、 た と え遺書が女性相続人の死後に作成 さ れた も ので あ っ た と し

て も、 誰か他の ものの手によ って署名がな さ れていた と し て も、 独立公国の宗主であ

り、 宗主国法院を もつ人物が鑑定を拒む以上、 パリ の高等法院さ え も その閲覧を強制

す る法的権限は も た な か っ たので あ る。 それを知 つて いた ア ンリ ・ ド ・ ラ ・ ト ウール

に と っては、 フ ラ ンス国王 と ス ダ ンの臣民 が、 自分が宗主 の座に留 ま る こ と に賛成 し

ているこ とが判明 し た時点で、 自 らの勝利 を確信し たはずである。 後は、 遺書と いう

体裁を繕 う だけで事が足り た。 遺書に最後に記 さ れた一文 「私の意図する ものと最後

の望みをかなえ る最良の形式 と方法 と して一」 の 「私」 とは、 ア ンリ ・ ド ・ ラ ・ ト ウー 

ルで あ る こ と は も ち ろ んだが、 ア ンリ 4 世で あ り、 スダ ン公国民で もあ ったので あ る。

ア ンリ ・ ド ・ ラ ・ ト ウールに と っては、 フ ラ ンス と行政 を別にす る独立公国の女性

相続人 と結婚するこ と は、 飛躍的な社会的上昇の実現であ った。 だがそれで も、 結婚

契約書の取 り 決めに従えば、 彼の宗主 と し ての権威は妻によ って認め られるだけのこ

と であ って、 公的に公国の宗主はラ ・ マルク家の相続人で ある妻、 シヤルロ ツト であ

る こ と に変わり はなか った。 ラ ・ ト ウールの家名 と家紋 を後世に残すこ と に も制限が

加え られた状態で、 自 らの出身家系の継続は、 風前の灯だ ったので ある。 予期せぬ妻

の死は、 宗主権継承の権利 を も た な い彼の立場 を危 う く す るはず だ っ たが、 同時にそ

の権利 をつ く り だす絶好の機会 と も な った。 成文法地域では認め られて いた代襲相続

は、 それが要求 さ れた と き か ら さ かのぼ って、 も っ と も日付の新 し い契約書に記載 さ

れた事項によ って判断がく だ さ れる。 妻が遺書を残 し、 自分と自分の子孫に代襲を認

める こ と が記 さ れていれば、 ラ ・ ト ウール家がラ ・ マルク家 に代わ って宗主国の正当

な主 と な って、 後世へ も ラ ・ ト ウールの名前 を残す こ と がで き るので あ っ た。

ア ンリ 4 世にと っては、 内外の敵への対策と し て スダ ンの宗主権を、 彼がまだナウ' アー

ル王時代で あ っ たこ ろか ら の臣従で あ る、 ア ンリ ・ ド ・ ラ ・ ト ウールに委ねたま ま に

し てお く ほ う が都合よ か っ た。 国内 と 外国の旧教徒た ちへの対策のためで あ る。 リ ー

グ派リ ーダーのロ レー ヌ家の中核的な所領であるロ レー ヌ公爵領は宗主領の隣にあり、

スペ イ ン領ネ ー デル ラ ン ド は ブイ ヨ ン公爵領に隣接 し て いた。 オ ー ス ト リ ア ・ ハ プ ス
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ブルク家の神聖ロ ーマ帝国 もま た、 スダ ンの宗主領 と国境 を接 し ていた。 ア ンリ 4 世

は、 プロ テ スタ ン ト 国家 と し ての地位を確立 し ていた独立宗主公国 スダ ンの状態 を認

めるこ と で、 保護者の役割を演 じつつ も、 脅威の矛先 を フ ラ ンスから回避 させる可能

性 を考慮 にいれて いた と いえ る。 さ ら に、 ア ン リ ・ ド ・ ラ ・ ト ウール自身 への対策の

意味 もあ っただろ う。 名家の出身で、 多 く の所領を持 ち、 戦の才にも秀でたこ の有力

貴族が自身の敵と な る可能性を、 王は常に考えていた。 代襲を認め、 宗主の座につけ

て や る こ と で、 彼の王や新教への忠誠心 も、 確かな も のにで き るはずで あ っ た。 シ ヤ

ルル= ロ ベール ・ ド ・ ラ ・ マルク が公国宗主権 をめぐ って ア ンリ ・ ド ・ ラ ・ ト ウール

に対す る訴訟 をお こ し た と き に、 ア ンリ 4 世が も ら し た 「余は ブイ ヨ ン殿に勝 って も

らい たい と 思 う 」54 と い う 言葉は、 偽 り のな い彼の本心 で あ ったはずで あ る。

ス ダ ンの人 々に と っては、 自分 た ちが享受 し て いた信仰の自由 を護 る ために も、 公

国宗主は、 こ の保護策を と ってき た先の宗主た ち と同 じ新教従である こ とが望ま しか っ

た。 結局のと こ ろ、 宗教の寛容政策が実現 し ているのは、 新教従の領主が旧教を容認

し て いる場合だけで、 その逆の例 をみたため し がな い。 彼 らに と って、 公国の永続 と

ラ ・ マルク の名の継続 を一致 さ せる こ と は意味 をな さ なか った。 公国は新教国 と し て

存続す るこ と だけが、 彼 らの願いで あり、 それができ る人物な ら家の名 を問 う 必要は

なか っ たので あ る。 力 に訴え よ う と し た シ ヤルル= ロ ベ ールの奇襲が失敗に終わ っ た

の も、 いや、 そ も そ も奇襲に し か訴え る手段がなか っ たの も、 ス ダ ン公国民が、 ラ ・ 

マルク の名 を有す る彼よ り も ア ンリ ・ ド ・ ラ ・ ト ウール を自分た ちの宗主に選んだか

ら だ と いえ よ う。

宗教戦争 と いう 時代 を背景に、 家系の存続と い う 社会的な側面、 敵への対策と い う

政治的な側面、 ま た信仰の自由の保護 と い う宗教的側面から さ ま ざまな思惑が絡みあ

い、 利害の一致を見出す歴史的過程を、 一通の遺書が教えて く れた。 事件から400年

以上が経過し た現在では、 それの真贋を鑑定 し て も結果に注意する人は、 そ う はいな

いはずである。 だが、 こ の遺書は、 本物、 偽物 どち らであ った と し て も、 宗教戦争 と

ア ンリ 4 世によ る王権回復期と い う 時代を語る証言者であり 続けている。 

<註>
1 Archives Nationales de France, 273 A.P. 176.
2 Ibid ただ し こ の記述は遺言状本文ではな く 、 史料整理用に別に記 さ れたと みられる要約から

抜粋し た。

3 ア ンリ ・ ド ・ ラ ・ ト ウールが自身 の名前 と 紋 にオ ーヴ ェ ルニ ユ家の も のを加え るのは、 直系
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の相続人 で あ っ たマル グリ ッ ト ・ ド ・ ヴ ァ ロ ワが亡 く な っ た1606年以後か ら で あ る。

4 ア ン リ ・ ド ・ ラ ・ ト ウールは シ ヤルロ ツ ト ・ ド ・ ラ ・ マル ク の死 か ら 1 年後 の1595年 にオ ラ

ン ジ ュ公 ギ ョ ーム ・ ド ・ ナ ソ ーの娘エ リ ザベ一 ト と 再婚 し、 8 人の子 を も う け た。 ルイ 14世

時代の フ ラ ンス元帥で、 大 テ ュ レ ンヌ と 称 さ れた父 と 同名の息子 も その一人 で あ る。

5 Louis do Rouvroy, due do Saint-Simon, Memoires, edition etablie par Yves Coirault, Ga11imard,

1983, tome II (1701-1707), p828.
6 ヌ ムー ル公.爵夫人 も、 彼女の 『回想録』 の1649年の中で 「人は彼の父親が策を弄 し て スダ ン

の宗主権 を纂奪 し た と 確信 し て い るのに も かかわ らず一」 と 述べて い る。

7 Yannick Benezech, ｫｫ Dieu bat et n'abat ｻ : Ia Principaute do Sedan, Raucourt et Saint-Menges 

sous les La Tour d'Auvergne (1591-1652) ｻ, These do Doctrat sous ta direction do M . Bernard

Gmnberg, Universite do Reims-Champagne-Ardenne U.F.R. Lettres et Sciences Humaines, Juin

2006.
8 Alain Sartelet, Le chateau-to t do Sedan, 1'Association pour ta Valorisation dos Atouts Culturels 

do ta Champagne-Ardenne (AVACCA), 1998, p.4.
9 1549年 に フ ラ ンス国王 ア ンリ 2 世 によ っ て承認 さ れる。

10 彼は、 ま ず臣従の誓 い をす る必要がない領主裁判権 を有す る封土 を購入 し、 こ こ を ブイ ヨ ン

公領の分封土 と し た。 そ し て こ の領地内で宗主 と し てふるま う こ と で ブイ ヨ ン公領の宗主で

あ る こ と を ま ず ア ンリ 2 世 に認め さ せ、 ついで公的 に公国宗主 の肩書 き を名乗 る こ と で世間

に も承認 さ せ る と い う 巧妙 な方法 を と っ た。

11 モ レ ル ヴ ィ ェ ール女伯 フ ラ ン ソ ワ ー ズ ・ ド ・ ブ レ ゼ ( ? -1574)。 デ イ ア ース ・ ド ・ ポワチ
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年は天逝 し た と 伝え られるだけで不明。 父親の遺書作成時に存命 し ていたかは括弧つき で あ

る。 シヤルロ ツ ト は1574年11月 5 日生ま れであるので12月 2 日に父が他界 し た と き にはすで

にこ の世にいたが、 遺書作成時には性別はいま だ不明な状態で あ っ たはずであ る。 生没年月

日 の 出 典 は す べ て ア ン セ ル ム に よ る 。 Le Pere Anselmo, H i toire ge ea1oglque et 

chrono1ogZque de la M◆aison Royale de France, Paris, 1726-33, Tome VII, p.169.

13 Y. Benezech, op. cit., p.125.

14 Saint-Simon, op. cit., p.1575.

15 フ ラ ンスの宗教改革に貴族女性が果た し た役割については、 Nancy L. Roelker の研究に詳 し

い o

16 Rosine A. Lambin, FEMMES DE PAIX La coexl tence religieu e et les dames de la noblesse 

on France 1520-1630, L'Harmattan, 2003, p 221.
17 Ibid., p 223. 
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